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国 保 だ よ り �

ご存知ですか？高額療養費制度！�ご存知ですか？高額療養費制度！�ご存知ですか？高額療養費制度！�
　国民健康保険加入者が保険診療を受けたときに、療養費用の一部について自己負担する事になってい�
ますが、長期の療養や入院などで医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれ�
ば限度額を超えた分が償還されます。これを高額療養費といいます。�

― 高額療養費（70歳未満）の算定の仕方 ―�
　自己負担額が入院、外来、調剤等それぞれ21,000円以上のものを合算し、高額療養費算定基準額�
（※注１）を超えた場合、その合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費とし�
て支給します。　（高額療養費＝医療費※注２－高額療養費算定基準※注１）�

※ 高額療養費の申請手続には、領収書が必要になりますので、大切に保管してください。�
（領収書を紛失された方は、医療機関で再交付していただく場合もございます。）�

◎その他不明な点がございましたら各支所健康福祉課国保担当にお尋ね下さい。�
　対馬市保健部　保険課　℡0920‐58‐1118

世帯区分� ４回目以降�高額療養費基準額（自己負担限度額）�

上位所得世帯�

一般世帯（市民税課税世帯）�

市民税非課税世帯�

区　　　分�

患　者　負　担　限　度　額�

外来限度額�
（個人ごと）�

世帯負担限度額（外来＋入院）� ４回目以降�

一定以上所得�

一 般 世 帯�

※低所得Ⅱ�

※低所得Ⅰ

72,300円＋（総医療費－361,500円）×１％�

40,200円�

24,600円�

15,000円�

40,200円�

－�

－�

－�

40,200円�

12,000円�

8,000円�

77,700円�

40,200円�

24,600円�

139,800円＋（総医療費－446,000円）×１％�

  72,300円＋（総医療費－241,000円）×１％�

  35,400円�

高額療養費算定基準額（※注１）�

　　※注２　算定に用いる医療費の額は、入院時の食事標準負担額及び保険外診療にかかるものは�
　　　　　　除きます。�

70歳から74歳までの高額療養費（老人保健対象者を除く）�
　◆高額療養費は、外来を個人ごとで合計し、支払い限度額を超えたものが外来分高額療養費とな
　　ります。（70歳から74歳までの方は、外来で支払った病院が違っていても、支払った金額すべ
　　てを合計して計算されます。）�
　◆次に、世帯の70歳から74歳の方すべての負担額（外来個人負担と入院をして窓口で支払った金�
　　額を合わせた額の合計）が世帯の負担限度額を超えた場合、その超えた金額が世帯の高額療養
　　費になります。�
　◆外来分の高額療養費と世帯分の高額療養費を合わせた金額が70歳から74歳の方の高額療養費と�
　　なります。�

年
金
コ
ー
ナ
ー�

国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
し
た�

控
除
証
明
書
が
年
末
調
整
や
確
定
申�

告
に
必
要
で
す
。�

■
問
合
せ
先�

　
長
崎
社
会
保
険
事
務
局
長
崎
北
事
務
所�

　
℡
０
９
５
‐
８
６
１
‐
１
２
１
１�

　
ま
た
は
、
対
馬
市
各
支
所
住
民
生
活
課�

　
年
金
担
当
ま
で�

� 　
所
得
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
17
年

度
分
の
所
得
の
申
告
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、一
年

間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書

類
を
添
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か
ら
送
付
さ
れ

る
控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
一
年
間
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明
書

（
ハ
ガ
キ
）が
、
社
会
保
険
庁
か
ら
11
月
上
旬
に
送

付
さ
れ
ま
す
。�

　
年
末
調
整
又
は
確
定
申
告
の
手
続
き
の
際
は
必

ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、申
告
を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。�

◎
日
　
時
　
平
成
17
年
12
月
１
日（
木
）�

　
　
　
　
　
９
時
〜
15
時�

◎
場
　
所
　
上
対
馬
総
合
セ
ン
タ
ー�

社
会
保
険
事
務
局
の
出
張
相
談
の
お
知
ら
せ�
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■お問い合わせ先 …… 対馬市市民生活部廃棄物対策課　0920‐53‐6111

廃 棄 物 対 策 課 コ ー ナ ー �

海上輸送費の80％を補助いたします。�海上輸送費の80％を補助いたします。�海上輸送費の80％を補助いたします。�
自動車リサイクル法にかかる使用済自動車の�

対馬市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱�
①補助の対象�

　　平成17年１月１日以降に使用済（廃車）となった車で登録された引取業者によって引き取られた車両の�

　海上輸送費（船賃、港での荷役費）の80％。（平成17年10月１日以降に海上輸送するものに限ります。）�

　　自動車の最終所有者の方は、引取業者に車を引き渡す際に、海上輸送費をご確認ください。�

　　対馬島内での陸上輸送費、諸経費などは補助の対象になりません。�

②補助金の申請をする者�

　海上輸送計画書を提出した関連事業者�

　（個人での申請ではありません）�

　引取業者については、回覧等によりお知らせします。�

③廃車時に最終所有者（ユーザー）が負担する費用�

　◎リサイクル料金�

　◎海上輸送費の20％�

　◎その他の諸経費�

使用済自動車のながれ�

最
終
所
有
者�

引
取
業
者（
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
）�

海
運
業
者�

破
砕
業
者�

解
体
業
者�

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者�

海上運送�

最終所有者がリサイクル�
料金、海上輸送費の２割、�
諸経費などを引取業者に�
支払う。�

引取業者が船賃、荷役費を支払う。�

補助金申請�
海上輸送計画書を提出した関連事業者が市に�
海上輸送費の８割を申請します。�

　
こ
の
度
、
国
土
交
通
省
の
実
施
す
る「
都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
」�

の
一
環
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
、
下
記
の
と
お�

り
現
地
踏
査
を
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
作
業
を
委
託
さ
れ
た
事
業
者�

が
腕
章
を
付
け
身
分
証
明
書
を
携
帯
の
う
え
調
査
を
行
い
ま
す
。
皆�

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

■
期
　
間
…
平
成
17
年
11
月
14
日
〜
平
成
18
年
２
月
末
日
（
予
定
）�

■
地
　
域
…
厳
原
市
街
地�

■
問
い
合
わ
せ
　
都
市
再
生
機
構
九
州
支
社
　
都
市
再
生
企
画
部�

　
　
　
　
　
　
　
℡
０
９
２
‐
７
２
２
‐
１
１
２
１�

「
都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
」

「
都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
」に
伴
う

に
伴
う�

現
地
踏
査
の
実
施
に
つ
い
て

現
地
踏
査
の
実
施
に
つ
い
て�

「
都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
」

「
都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
」に
伴
う

に
伴
う�

現
地
踏
査
の
実
施
に
つ
い
て

現
地
踏
査
の
実
施
に
つ
い
て�

「
都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
」に
伴
う�

現
地
踏
査
の
実
施
に
つ
い
て�

「
対
馬
も
ヤ
マ
ネ
コ
も

「
対
馬
も
ヤ
マ
ネ
コ
も 

ー 

沖
縄
沖
縄
・
奄
美
奄
美
・
対
馬
の

対
馬
の�

す
ば
ら
し
い
自
然
と
そ
の
危
機
」

す
ば
ら
し
い
自
然
と
そ
の
危
機
」�

「
対
馬
も
ヤ
マ
ネ
コ
も

「
対
馬
も
ヤ
マ
ネ
コ
も 

ー 

沖
縄
沖
縄
・
奄
美
奄
美
・
対
馬
の

対
馬
の�

す
ば
ら
し
い
自
然
と
そ
の
危
機
」

す
ば
ら
し
い
自
然
と
そ
の
危
機
」�

「
対
馬
も
ヤ
マ
ネ
コ
も 

ー 

沖
縄
・
奄
美
・
対
馬
の�

す
ば
ら
し
い
自
然
と
そ
の
危
機
」�

作
業
内
容
…
現
地
踏
査（
公
共
基
準
点
、官
民
境
界
杭
な
ど
の
状
況
調
査
）�

市
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム�

　
人
も
ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
も
他
の
動
物
も
み
ん
な
幸
せ
に
暮
ら
す
地�

域
づ
く
り
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？�

■
開
催
日
…
11
月
23
日（
水
）　
勤
労
感
謝
の
日�

■
開
　
演
…
14
時
〜
16
時
（
開
場
13
時
〜
）�

■
会
　
場
…
美
津
島
文
化
会
館�

■
主
　
催
…
環
境
省
・
長
崎
県
・
対
馬
市�

■
問
合
先
　
対
馬
野
生
生
物
保
護
セ
ン
タ
ー�

　
　
　
　
　
℡
０
９
２
０
‐
８
４
‐
５
５
７
７
（
担
当
　
前
田
）�

※
ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
保
護
に
関
わ
る
団
体
の
ブ
ー
ス
展
示
も
あ
り
ま
す
。�
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65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
、
障
害（
注
１
）を
お
持
ち
の
方
は
申
請�

に
よ
り
老
人
保
健
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

★
老
人
保
健
に
な
っ
た
ら
ど
う
違
う
？�

　
　
↓
65
歳
〜
69
歳
の
人
は
、
医
療
費
負
担
が
３
割
か
ら
１
割
へ�

　
　
　
と
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

      �

　
　
↓
70
〜
75
歳
の
人
は
、
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
が
あ
り
ま
す�

　
　
　
の
で
負
担
割
合
は
１
割
で
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
医
療�

　
　
　
費
が
保
険
者（
国
保
の
場
合
は
対
馬
市
国
民
健
康
保
険
）に�

　
　
　
請
求
さ
れ
ず
、
老
人
保
健
に
請
求
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め�

　
　
　
国
保
の
場
合
、
医
療
給
付
費
が
減
少
し
、
ひ
い
て
は
保
険�

　
　
　
税
が
安
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

●
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
の
あ
る
人�

●
障
害
厚
生
年
金
、
障
害
共
済
年
金
の
１
・
２
級
の
受
給
権
の
あ
る
人�

●
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す�

　
る
人�

　
○
１
〜
３
級
：
全
員
認
定
さ
れ
ま
す�

　
○
４
級
：
次
の
４
つ
の
障
害
状
態
の
方
し
か
認
定
さ
れ
ま
せ
ん�

　
　
・
音
声
機
能
、
言
語
機
能
又
は
そ
し
ゃ
く
機
能
の
著
し
い
障
害�

　
　
・
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
人�

　
　
・
１
下
肢
の
下
腿
の
２
分
の
１
以
上
を
欠
く
人�

　
　
・
１
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害�

●
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人�

●
１
・
２
級
の
方
は
、
老
人
保
健
に
な
っ
て
も
福
祉
医
療
費
の
適
用
を
受�

　
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

●
３
級
の
方
は
、
老
人
保
健
に
な
り
ま
す
と
、
福
祉
医
療
費
の
適
用
を
受�

　
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
慎
重
に
判
断
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。�

注
１
　
認
定
の
範
囲�

注
２
　
福
祉
医
療
と
の
兼
ね
合
い（
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の
人
）�

■変更となる費用�
　介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設）の利用者の居住費、食費�
　ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）の利用者の滞在費、食費�
　デイサービス（通所介護）、デイケア（通所リハビリテーション）の利用者の食費�

施設等利用者は下記の段階に分類されます。�
利用者負担段階�

第 １ 段 階 �

第 ２ 段 階 �

第 ３ 段 階 �

第 ４ 段 階 �

対　　　　　象　　　　　者�

生活保護受給者及び世帯全員が市町村民税非課税者で老齢福祉年金受給者�

世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者�

世帯全員が市町村民税非課税者で利用者負担第２段階以外の者�

上記以外の者�

特別養護老人ホーム（要介護５で多床室利用の場合）国の基準を参考�

注１：負担額（日額）は、各事業所が設定しておりますので事業所にご確認下さい。�
注２：負担軽減を行う為には、介護保険負担限度額認定申請が必要となります。申請を行う場合は各事業所及び�
　　　保健部保険課までご連絡下さい。（0920‐58‐1118）�
注３：通所介護（デイサービス）の食費は各事業所が設定しておりますので事業所にご確認下さい。�

利用者負担段階� ９月30日まで� 利用者負担段階� 10月１日から� 単位（円）�

第１段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
959�
300�
ー�

1,259

月　額�
28,770�
9,000�

ー�
37,770

第２段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
959�
500�
ー�

1,459

月　額�
28,770�
15,000�

ー�
43,770

第３段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
959�
500�
ー�

1,459

月　額�
28,770�
15,000�

ー�
43,770

第４段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
959�
780�
ー�

1,739

月　額�
28,770�
23,400�

ー�
52,170

第１段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
941�
300�
ー�

1,241

月　額�
28,230�
9,000�

ー�
37,230

第２段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
941�
390�
320�

1,651

月　額�
28,230�
11,700�
9,600�
49,530

第３段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
941�
650�
320�

1,911

月　額�
28,230�
19,500�
9,600�
57,330

第４段階�
利用料�
食　費�
居住費�
合　計�

日　額�
941�

1,380�
320�

2,641

月　額�
28,230�
41,400�
9,600�
79,230


